
地震・津波対策のため寄附金の 
御協力をお願いします。 

 
 
 
 
 
 

                            
 
 
 
 
 
                            
                            
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

掛川潮騒の杜（海岸防災林、防潮堤）の完成を目指し、市民・企業との協働で植樹をしています。 

 

寄附金は、法人税の控除の対象です。 法人の皆様へ 

災害から命を救うために 

 東日本大震災を受け発表された「静岡県第４次地震被害想定」では、掛川市内において建物倒壊や火災、津

波等で約８００人の方が亡くなるとされています。 

 掛川市では、地震、津波による死者ゼロを目指し「地震・津波対策アクションプログラム」を策定し、「掛

川市地震・津波対策寄附金」を募集し、個人、企業、団体など多くの方からご協力をいただいております。寄

せられた寄附金は、防潮堤や、木造住宅耐震診断・耐震補強事業、耐震シェルター設置事業などの防災・減災

対策に使わせていただいております。寄附金の目標額は３億円とし、皆様からの御厚志をいただきながら事業

を継続しております。 

 つきましては、現下の大変厳しい経済情勢の中、誠に恐縮ではありますが、市民の安全、安心の確保のため、

皆様に御支援と御協力を賜りたく、何とぞよろしくお願い申し上げます。 

 

               掛川市地震・津波対策寄附金推進委員会  

                                    

● 募集期間        平成２５年１０月８日～当面の間 

● 目標額         ３億円（令和元年度末までに２億９,１００万円の寄附をいただきました） 

● 寄附金の使途      地震・津波対策施設の整備などに活用させていただきます。 

● 令和元年度までの   建物倒壊による被害者を少なくするための施策に、今後も取り組んでまいります。 

寄附金使途状況     津波対策施設（防潮堤） 122,809,420 円  希望の森づくり 7,916,640 円 

             住宅の耐震化補助 35,378,500 円        家具転倒防止 3,583,600 円 

防災ベッド・感震ブレーカー等家庭内対策 3,091,350 円 

● 現場見学会の御案内  掛川潮騒の杜づくり（海岸防災林・防潮堤）の見学会を随時行っています。 

掛川市役所基盤整備課海岸整備推進係（TEL0537-21-1315）までお問合せ下さい。 

※寄附金の申込方法 裏面をご覧ください。 

事業計画と寄附金の使途 

■問い合わせ先 

掛川市役所 危機管理部 危機管理課 

 〒436-8650 静岡県掛川市長谷一丁目１番地の１ 
 ＴＥＬ0537-21-1131／ＦＡＸ0537-21-1168 
 E-mail kotu-bosai@city.kakegawa.shizuoka.jp  



 納付した寄附金は法人税の控除が受けられます 
法人税の取扱いにおいて、寄附金の全額を損金に算入して、税の控除を受けることができます。 

掛川市地震・津波対策寄附申込書 

                                令和   年   月   日 
   〒 

                                 
法人所在地                                                             
 
法人名                        電話番号                         
 
代表者名                       担当部署・氏名                         
 
寄附金額                    円  
 
※以下の該当する項目に〇を記入してください。 
 
＜御寄附の方法＞  １ 直接振込 ２ 納付書で払込 ３ 郵便振込 ４ 窓口持参 ５ 現金書留 
 
＜寄附金の使途＞  １ 地震津波対策全般に活用  ２ 公共事業に活用  
 
＜御寄附いただいた事を公開する事の可否＞   １ 可    ２ 不可 
 
ご意見等ありましたらご記入ください。                             

寄附の方法 
１ 申込書の記入 
下記申込書に記入していただき、郵送、ＦＡＸ、窓口持参のいずれかの方法で下記担当まで 

お送りください。 

① 【郵送先】〒436-8650  静岡県掛川市長谷一丁目１番地の１                         

掛川市役所 危機管理課 危機政策係 

② 【ＦＡＸ送付先】 ＦＡＸ番号 ０５３７－２１－１１６８ 

③ 【窓口持参】 本庁１階危機管理課、大東支所市民窓口係、大須賀支所市民窓口係 
  

２ 寄附手続 
次の①～⑤のいずれかの方法で手続をお願いいたします。 

  

①【直接振込】 （手数料がかかります） 

 申込書受領後に、当市から通知を郵送させていただきます。 

通知には「掛川市地震津波対策寄附金地震津波対策全般」または「掛川市地震津波対策寄附金 

公共事業対象」の口座を記載しておりますので、御確認ください。 
  

②【納付書で振込】 （手数料無料） 

    納付書を送付させていただきますので下記金融機関で納付ください。 

     スルガ銀行、静岡銀行、清水銀行、島田掛川信用金庫、浜松いわた信用金庫、     

掛川市農業協同組合、遠州夢咲農業協同組合、静岡県労働金庫、みずほ銀行 
  

③【郵便局で振込】 払込取扱票を送付させていただきますので、郵便局で納付ください。 
  

④【窓口持参】 現金を、掛川市役所危機管理課、大東支所市民窓口係、大須賀支所市民窓口係のいずれ 

かに御持参ください。 
  

⑤【現金書留】 〒436-8650 掛川市長谷一丁目１番地の１ 掛川市役所危機管理課まで御郵送ください。 


